
第 2 章
計画の基本的考え方
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第２章 計画の基本的考え方 

第１節 基本理念・基本目標 

１．第６期における基本理念及び平成 37（2025）年の地域の将来像 

区では、新宿区基本構想に掲げる平成37（2025）年にめざすまちの姿と整合が保たれ

た「だれもが人として尊重され ともに支え う地域社会をめざす」を基本理念に掲げ、

住まい・生活支援・介護予防・医療・介護が連携し、一体的に提供される「地域包括ケ

アシステム」の実現に向けて取組を進めてきました。この基本理念には、自己選択、個

人の尊厳、互助・共助を含めた支え合いを土台としたまちづくりへの強い思いが込めら

れています。 

第６期計画では、これまでの理念や取組を発展的に受け継ぎながら、団塊の世代すべ

てが75歳以上に達する平成37（2025）年を見据えて、「だれもが人として尊重され とも

に支え う地域社会」を目指し、総合的に施策を推進していきます。また、この基本理

念とともに、２つの「平成37（2025）年の地域の将来像」を定めています。 

まず、「心身ともに健やかに いきいきとくらせるまち」は、高齢者人口の増加に伴い、

医療や介護の効率化や重点化が求められている中、高齢者の健康維持への取組がますま

す重要となってくることから、社会参加といきがいづくりへの支援や、介護予防の充実

への取組を進めていくことを示すものです。 

一方、「だれもが互いに支え合い 生涯安心してくらせるまち」は、区民等との協働に

より、高齢者の尊厳の保持と自立生活への支援を行い、要支援・要介護状態になっても、

地域の中で安心して暮らせるまちづくりを目指すものです。また、本計画では新たに「生

涯」という言葉を追加し、住み慣れた地域で人生の最期まで過ごせるという意味合いを

より明確にさせています。区のどこにいても、支えが必要なときには、誰もが適切なサ

ービスを受けられ、いきいきと住み暮らすことができる地域づくりを目指して、本計画

を進めていきます。 

基本理念・基本目標 第１節 

第２章　計画の基本的考え方

合

合

平成37（2025）年の
地域の将来像

●心身ともに健やかに  いきいきとくらせるまち
●だれもが互いに支え合い  生涯安心してくらせるまち

だれもが人として尊重され
　　　　　　　ともに支え合う地域社会をめざす
だれもが人として尊重され
　　　　　　　ともに支え合う地域社会をめざす基本理念
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２．基本目標 

基本目標１ 社会参加といきがいづくりを支援します 

基本目標２ 健康づくり・介護予防をすすめます 

自立した生活や様々な活動を継続していくためには、健康であることが必要です。体力づく

りやかかりつけ医等への相談など、高齢者の自発的な取組を広め、できる限り介護を必要とせ

ず過ごせるような支援を身近な地域で展開します。 

基本目標３ 
いつまでも地域の中でくらせる自立と安心のためのサービスを充実し

ます 

 支援や介護が必要になっても、住み慣れた地域で生涯安心してその人らしく暮らしていける

ことが大切です。そのため、一人ひとりのニーズに応じた医療と介護の連携による切れ目のな

いサービスや、区独自の支援サービスを地域で提供します。また、高齢者のニーズに応じた住

まいや住まい方を支援し、新宿区の特性にあった地域包括ケアシステムの実現を目指します。

基本目標４ 尊厳あるくらしを支援します 

判断能力や自立度が低下しても、高齢者が「尊厳あるくらし」を続けていくためには、法律

面や生活面での支援が必要です。虐待や消費者被害を防止するための相談体制の充実を図ると

ともに、関係機関とのネットワークの構築や社会資源の活用により、一人ひとりが個人として

尊重され、地域で安心して生活できるよう支援します。 

基本目標５ 支え合いのしくみづくりをすすめます 

安心して暮らせる地域づくりや災害時の支援体制整備は、地域での見守りや支え合いの活動

が不可欠です。そのために、高齢者自身も「地域の担い手」として活躍するしくみづくりを進

め、地域の多様な社会資源（ＮＰＯ・民間企業・社会福祉施設など）の有機的な連携により、

互いに支え合う地域社会の実現を目指します。 
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高齢期の生活の質（ＱＯＬ）を高めるためには、社会との関わりを持ちながらこれまで得た

知識や経験を活用したり、生涯を通して新たなことにチャレンジしていくことは大切です。多

様化した高齢者のライフスタイルやニーズに対応した、社会参加や社会貢献、就労などの活動

支援を展開します。 
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第２節 新宿区における地域包括ケアシステム 

１．日常生活圏域 

「日常生活圏域」とは、地域包括ケアシステムの実現のために、必要なサービスを身

近な地域で受けられる体制の整備を進める単位で、国では概ね30分以内にサービスが提

供される範囲としています。 

区では、高齢者人口や民生委員・児童委員、町会・自治会、地区協議会などの地域に

おける活動の単位を考慮して、特別出張所管轄10区域を「日常生活圏域」（四谷、簞笥町、

榎町、若松町、大久保、戸塚、落合第一、落合第二、柏木、角筈）と位置付けています。

また、この区域を「相談圏域」として捉え、身近なところで相談やサービスが受けられ

るよう、高齢者総合相談センターを配置しています。ただし、柏木と角筈は人口規模等

の判断で１つの高齢者総合相談センターで対応しています。また、区役所に基幹型高齢

者総合相談センターを設置し、地域型高齢者総合相談センターへの後方支援や総合調整

等を行っています。さらに、区内を東・中央・西の３つの圏域に分け、「基盤整備圏域」

として、施設やサービスの整備を進めています。 

新宿区における地域包括ケアシステム 

第２章　計画の基本的考え方

日常生活圏域（10圏域）日常生活圏域（10圏域）

基盤整備圏域（３圏域）基盤整備圏域（３圏域） 

相談圏域（９圏域）相談圏域（９圏域） 

西圏域中央
圏域

東圏域 四谷・簞笥町・榎町 若松町・大久保・戸塚 落合第一・第合第二・
柏木・角筈

[特別出張所（特出）]

四 谷
特 出

簞笥町
特 出

榎 町
特 出

若松町
特 出

大久保
特 出

戸 塚
特 出

落合第一
特 出

落合第二
特 出

柏 木
特 出

角 筈
特 出

基幹型高齢者総合相談センター（福祉部高齢者福祉課） 

地域型高齢者総合相談センター（９か所）

四 谷 簞笥町 榎 町 若松町 大久保 戸 塚 落合第一 落合第二 柏木・角筈
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基盤整備圏域（3圏域）

日常生活圏域別の高齢者人口及び高齢化率（平成26年10月1日現在の実績） 

相談圏域（9圏域）
●高齢者総合相談センター
◆ 区役所（基幹型） 
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２．目指すべき方向性と重点的取組 

（１）目指すべき方向性 

一人暮らし高齢者や認知症高齢者など、日常生活上で支援の必要な高齢者が増える中、

できる限り住み慣れた住まい（自宅等）で暮らしつづけるためには、更なる医療・介護・

予防の一体的な提供、多様な生活支援などが欠かせません。そして、高齢者の生活を支

援するためには、地域で活動する多様な担い手との協働による支え合いが必要になりま

す。 

区では、国が示した基本方針等を踏まえながら、区が抱える現状や課題に対応した地

域包括ケアシステムを実現していかなければなりません。そのために、自助力の向上へ

の支援、地域で活動する多様な担い手との協働による在宅生活への切れ目のないサービ

スの実現、そして、高齢者総合相談センターによる地域のニーズとサービスや社会資源

をコーディネートする取組を進めます。また、保健、福祉、生涯学習、都市計画等の行

政部門はもとより、区と多様な関係機関による情報や目的を共有した連携など、お互い

の立場を尊重しながら、互いに役割を担う関係性を深め、取組の効果を相乗的に高めて

いくしくみづくりを推進します。 

（２）重点的取組 

第６期計画における重点的取組(第５期計画との比較) 

(１）目指すべき方向性 

(２）重点的取組 

第２章　計画の基本的考え方

平成24～26 年度（重点的取組） 平成27～29 年度（重点的取組）
第5期計画 第6期計画

認知症高齢者支援の推進

在宅療養体制の充実

高齢者総合相談センターの機能強化の推進

認知症高齢者への支援体制の充実

地域における在宅療養支援体制の充実

『地域の活力』を生かした高齢者を支えるしくみづくり

第５期計画では、「認知症高齢者支援の推進」「在宅療養体制の充実」「高齢者総合相談

センターの機能強化の推進」の３つを重点的取組に掲げ、推進してきました。このうち、

「認知症高齢者支援の推進」「在宅療養体制の充実」については、国において一層の充実

が求められていると同時に、第５期計画後の課題も多く、引き続き強く推進していく必

要があります。そして 地域包括ケアシステムの実現にあたっては、区だけでなく、区民

や地域の様々な団体等とともに、高齢者を支える多様な担い手が育ち、活動していける

環境をつくる必要があります。 

これらのことから、本計画では、第５期計画で取り組んだ内容を発展的に継承する「認

知症高齢者への支援体制の充実」と「地域における在宅療養支援体制の充実」を重点的

取組に位置づけることに加え、新たに「『地域の活力』を生かした高齢者を支えるしくみ

づくり」も重点的取組として位置づけます。 

、
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「高齢者総合相談センターの機能強化の推進」については、平成21年から継続的に取

り組み、相談機能等の向上と人員体制の整備を進めてきました。相談拠点としての土台

は固まりつつあることから、重点的取組としては位置付けないものの、地域包括ケアシ

ステムの中核的な相談機関として、更に機能を充実させていきます。 

なお、第６期計画における重点的取組の具体的な内容については、後述する施策展開

の中で示しています。 
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認知症高齢者への支援体制の充実（101ページ） 
施策9

施策10

施策15

認知症についての正しい知識を普及させるとともに、認知症の早期発見・早期診断や相談体制の
充実を図ります。 

地域における在宅療養支援体制の充実（113ページ） 
安心して在宅療養ができるよう、在宅医療体制の強化や医療と介護の連携を推進するなど、在宅
療養を支える体制を充実します。 

『地域の活力』を生かした高齢者を支えるしくみづくり（160ページ） 
新宿区における多様な社会資源と、新宿区で活動する多くの人々による『地域の活力』を生かし、
区と区民等が一体となって、高齢者の生活を支えるしくみづくりを進めます。 

平成27～29年度 重点的取組
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第３節 新宿区における新しい地域支援事業 

地域支援事業は、平成18年度に介護保険制度内で新設された事業で、「介護予防事業」

「包括的支援事業」「任意事業」で構成されています。 

今回の介護保険法の改正により、地域包括ケアシステムの一翼を担う地域支援事業に

ついては、大幅な見直しが行われます。 

これらの見直しを受けて、全国一律の予防給付のうち、訪問介護及び通所介護を市町

村が取り組む地域支援事業に移行し、「介護予防・日常生活支援総合事業（以下、「総合

事業」という）」として実施されることになります。その趣旨は、既存の介護事業者によ

る既存サービスに加え、ＮＰＯ、民間企業、住民ボランティア、協同組合等の多様な主

体によるサービスを提供することにより、サービスの効率化と費用の抑制を図りながら、

要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目指すものです。 

また、「在宅医療・介護連携の推進」「認知症施策の推進」「生活支援サービスの体制整

備（生活支援体制整備事業）」などが新たに位置づけられ、包括的支援事業の充実が図ら

れます。

改正前 改正後 

事業名 事業名 類型

介護予防給付 

（要支援１～２） 

訪問介護 

地
域

支
援

事
業

 

介護予防・

日常生活支

援総合事業

(総合事業)

介護予防・生活支

援サービス事業

訪問型サービス

通所介護 
通所型サービス 

地
域

支
援

事
業

 

介護予防 

事業 

通所型介護予防事業 

その他の生活支援 

サービス 

介護予防支援事業 

(介護予防ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ) 

生活機能評価事業 

一般介護予防事業 

介護予防把握事業 

介護予防普及啓発事業 介護予防普及啓発事業

地域介護予防活動 

支援事業 

地域介護予防活動 

支援事業 

介護予防一般高齢者施策 

評価事業 

一般介護予防事業 

評価事業 

地域リハビリテーショ

ン活動支援事業 

包括的支援 

事業 

高齢者総合相談センター（地域包

括支援センター）事業 

包括的支援

事業 

高齢者総合相談センター 

（地域包括支援センター）事業 

在宅医療・介護連携の推進 

認知症施策の推進 

生活支援体制整備事業 

任意事業 

家族介護者支援事業 

（徘徊高齢者探索サービス等） 

任意事業 

家族介護者支援事業 

（徘徊高齢者探索サービス等） 

介護給付適正化事業 介護給付適正化事業 

その他の事業 

（成年後見審判請求事務等） 

その他の事業 

（成年後見審判請求事務等） 

新宿区における新しい地域支援事業 

第２章　計画の基本的考え方

地域支援事業の内容
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１．新しい地域支援事業の実施時期 

新しい地域支援事業における総合事業の実施においては、従来の介護予防給付による

サービスについて、質の確保と費用の効率化を図りつつ、利用者や事業者の混乱なく総

合事業へ移行するため、多様な主体によるサービス提供の体制整備や、区の特性を生か

した取組など、一定の準備期間が必要です。 

総合事業については、区として、総合事業を行うための確固たる体制を築くために、

経過措置期間を活用し、平成28年度から実施することとします。 

なお、包括的支援事業は、全ての事業を平成27年４月から実施します。 

２．総合事業の構成 

総合事業には、従来の給付による介護予防訪問介護及び通所介護を移行し、要支援者

等に対して必要な支援を行う「介護予防・生活支援サービス事業」と、第１号被保険者

（65歳以上のすべての高齢者）に対して体操教室や介護予防の普及啓発等を行う「一般

介護予防事業」から構成されます。 

３．総合事業による取組の方向性 

地域包括ケアシステムの構築にあたっては、自助・互助・共助・公助をつなぎあわせ

る（体系化・組織化する）役割が重要ですが、とりわけ、都市部においては、意識的に

「互助（ボランティアなどの支援、地域住民の取組等）」の強化を行う必要があります。

第
１
章

第
２
章

第
３
章

第
４
章

第
５
章

資　
料　
編

第２章　計画の基本的考え方

介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）への移行イメージ
平成27年度（経過措置期間） 平成28年度 平成29年度

総合事業に向けた準備 総合事業の充実総合事業開始

介護予防支援事業（介護予防ケアマネジメント）
新しいケアマネジメントによるサービス提供

総合事業

予防給付 予防給付

総合事業全体の評価・検討

3年毎に実施

現行と同様
現行と同様

訪問看護、福祉用具等

介護予防事業

住民等主体による
多様なサービスの実施
（平成29年度以降）

一次・二次予防事業

訪問看護、福祉用具等

訪問型サービス
（質の確保・担い手の多様化）

通所型サービス
（質の確保・担い手の多様化）

一般介護予防事業
（介護予防教室等の多様化）

訪問介護、通所介護

介護予防・生活支援サービス事業介護予防・生活支援サービス事業

事業に
移行

内容の
見直し

○総合事業に向けて介護予防事
業（一次・二次予防事業）の内容
を見直し、再編・多様化

○社会資源・生活支援サービス
情報の把握・整理

○地域の社会資源、生活支援
サービス情報の充実・関係機関
等への情報発信

住民等主体の多様なサービスの検討
生活支援体制整備事業

○地域に不足するサービス・受
け皿についての検討

総合事業にかかる
ケアマネジメントの検討

○事業の効果・効率化の検証、
住民・NPO等主体による新たな
サービスの検討　等
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できる限り多くの高齢者が、地域で支援を必要とする高齢者の支え手となっていくこと

で、より良い地域づくりにつながるため、総合事業においては、高齢者の社会参加・社

会的役割を持つことによる効果的な介護予防や生きがいづくりへの取組を行います。ま

た、一人暮らし高齢者や認知症高齢者等の増加により、生活支援の必要性が増加してい

るため、高齢者自身の自立意欲を尊重し、身体能力を活かしつつ、介護予防訪問介護及

び通所介護と住民等の参画による多様なサービスを組み合わせ、総合的に提供していき

ます。 

（１）介護予防・生活支援サービス事業 

従来の介護予防給付のうち訪問介護・通所介護については、区が地域の実情に応じた

取組を行うことをはじめ、区が実施主体となる介護予防・生活支援サービス事業の中で

実施することになります。 

実施にあたっては、効率的で柔軟性のある事業実施につなげるため、既存のサービス

（予防給付による訪問介護・通所介護）を軸に、これらを多様な担い手による多様なサ

ービスとして再構築し充実させることで、区民にとって使いやすく、多様なニーズにも

行き届くサービスとします。また、新宿区シルバー人材センター等との連携を通じて、

元気な高齢者が制度の新たな担い手となって地域を支えるしくみづくりを推進します。 

事業の適切かつ効率的な実施の観点から、各種サービスごとに、その内容に応じた基

準やサービス単価、利用者負担（利用料）を定めます。 

平成28年度以降、事業の評価・検証を行いつつ、サービスの更なる充実を図っていき

ます。

類型 項目 内容 担い手 

訪問型 

サービス 

※予防訪問介護サービス 

（現行相当サービス） 

・身体介護（食事介助、入浴介助、外出介

助、排泄介助、おむつ介助） 

・生活援助（掃除、洗濯、調理、買い物） 

訪問介護事業者 等 

※生活援助サービス 

（緩和基準サービス） 
・生活援助（掃除、洗濯、調理、買い物） 

新宿区シルバー人材セ

ンター 等 

通所型 

サービス 

※予防通所介護サービス 

（現行相当サービス） 

デイサービス 

（一日・半日） 
通所介護事業者 等 

予防通所サービス 

（緩和基準サービス） 

介護予防や自立支援に資する通い型サービ

ス（ミニデイサービス・運動教室 等） 

ＮＰＯ 

民間事業者 等 

※介護予防短期集中サー

ビス 

専門職による運動機能向上、栄養改善、口

腔機能向上に関する支援 
民間事業者 等 

その他の生活

支援サービス 
移動支援 等 

訪問型・通所型サービスと一体的な実施に

より効果があるサービス（送迎 等） 

ＮＰＯ 

民間事業者 等 

※平成 28年度から実施するサービス

(１）介護予防・生活支援サービス事業 

１ 訪問型・通所型・その他の生活支援サービス

第２章　計画の基本的考え方

介護予防・生活支援サービス事業（類型・内容等）
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要支援者等が、総合事業によるサービス等を利用し生活機能の維持・向上を図るため

には、本人の心身の状態に応じた適切なサービスを利用することが大切です。総合事業

による介護予防ケアマネジメントは、高齢者総合相談センターが要支援者等に対するア

セスメントを行い、本人の心身の状態等に合った適切なサービスを組み合わせることで、

自立生活を支援するものです。 

これからの介護予防は、機能回復訓練などの高齢者本人へのアプローチだけではなく、

生活環境の調整や、地域の中に生きがい・役割を持って生活できるような居場所や出番

づくりなど、高齢者本人を取り巻く環境への支援を含めた、バランスのとれたアプロー

チが重要です。これまで取り組んできた介護予防事業（体操教室）について、高齢者の

年齢や心身の状況等によって分け隔てることなく、誰もが通いやすい場として充実させ

ることで、社会参加や生きがいづくりを通じた効果的な介護予防への取組を進めていき

ます。また、新宿いきいき体操サポーター等による自主グループ活動など、住民による

自主的な介護予防普及啓発活動への取組が更に充実するよう、支援を行います。 

介護予防を機能強化する観点から「地域リハビリテーション活動支援事業」を新たに

位置づけ、リハビリテーション専門職等の適切な関与と高齢者総合相談センターによる

支援との連携による総合的なアプローチにより、高齢者の自立支援に向けた取組を行い

ます。 

類型 項目 内容 担い手 

介護予防把握事業 
閉じこもり等の何らかの支援を要す

る者の把握 
区 

介護予防普及啓発事業 

一般介護予防教室 転倒予防教室 等 民間事業者 

認知症予防教室 
認知症予防教室、認知症・うつ・

閉じこもり予防事業 等 
民間事業者 

地域介護予防活動支援事業 

自主グループ活動 
地域での継続的介護予防活動に

対する支援 

住民ボランティア 

（新宿いきいき体操サ

ポーター 等） 

住民等提案型事業 

住民等の自主的な介護予防普及

啓発活動（体操教室等）に対する

運営支援 等 

住民ボランティア 等 

一般介護予防事業評価事業 評価・検証 

介護保険事業計画に定める目標

値の達成状況等の検証による一

般介護予防事業評価 

区 

地域リハビリテーション活動支援事業 

通所、訪問、地域ケア会議、サー

ビス担当者会議、住民運営の通い

の場等へのリハビリテーション

専門職等の関与促進 

民間事業者 

（専門職） 

２ 介護予防支援事業（介護予防ケアマネジメント）

(２）一般介護予防事業 
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一般介護予防事業（類型・内容等）
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４．包括的支援事業 

包括的支援事業では、以下の４つの取組を行います。 

事業名 取組内容 

高齢者総合相談 

センター事業 

区内10か所に設置している高齢者総合相談センターの相談機能を更に

充実させるとともに、地域包括ケアシステムの実現のための有効なツ

ールとなる「地域ケア会議」への取組を強化します。 

在宅医療・介護連携 

の推進 

地域の医療・介護サービス資源の把握や情報の共有、在宅医療・介護

連携に関する相談受付、在宅医療・介護関係者の研修などを行います。

認知症施策の推進 

認知症が疑われる高齢者の早期発見・早期診断につながりやすい体制

について、認知症地域支援推進員及び認知症初期集中支援チームを設

置することで、さらに充実を図っていきます。 

生活支援体制整備事業 

高齢者が地域とのつながりや生きがいを持ちながら暮らしていくため

に、区が「生活支援コーディネーター」及び「協議体」を設置し、新

宿区社会福祉協議会や関係機関等と連携しながら、地域におけるコミ

ュニティの活性化や住民等主体による多様な生活支援の充実など、支

え合いの地域づくりを促進する取組を進めていきます。 

５．任意事業 

任意事業では、家族介護支援事業、介護給付等費用適正化事業、成年後見審判請求事

務等を実施します。 

６．財源構成 

新しい地域支援事業は、従前どおり介護保険制度に位置づけられ、介護予防・日常生

活支援総合事業、包括的支援事業、任意事業で構成されています。財源構成は下記のと

おりです。 

ｓ 

第1号被

保険者

22.0%

新宿区

19.5%

東京都

19.5%

国

39.0%

●地域支援事業の財源構成●

[介護予防・日常生活支援総合事業] [包括的支援事業][任意事業] 

第1号被

保険者

22.0%

第2号被

保険者

28.0%
新宿区

12.5%

東京都

12.5%

国

25.0%

第２章　計画の基本的考え方



居住支援

新宿区の地域包括ケアシステムにおける高齢者保健福祉施策の位置付け

「介護保険サービスによる要支援・要介護認定者に対する支援」

●介護が必要になったら…
「医療サービスによる支援」

●病気になったら・・・

●生活に不便を感じたら・・・●生活に不便を感じたら・・・

●いつまでも元気に暮らすために…●いつまでも元気に暮らすために…

「区独自サービスによるきめ細やかな生活支援」

災害対策

施策16
171ページ

災害に強い安全な
地域づくりの推進

健康支援 「地域支援事業による介護予防の地域づくり・認知症への支援」

「地域力による支援・コミュニティづくり」

●地域の支え合いや社会貢献活動等へのニーズは・・●地域の支え合いや社会貢献活動等へのニーズは・・

施策1
56ページ

いきがいのある
くらしへの支援

就労支援

施策3
67ページ

就業等の支援

施策7
91ページ

自立生活への
支援

施策14
153ページ

介護者への
支援

新宿区シルバー人材センター

新宿わく☆わーく

シニア活動館・地域交流館

施策2
62ページ

社会貢献活動
への支援

新宿区社会福祉協議会

ふれあい・いきいきサロン

新宿区高齢者総合相談センター
(総合相談・コーディネート機関)

施策11
124ページ

高齢者総合相談
センターの機能の充実

ご相談くだサイ

支
援（
訪
問
等
）

相　

談

施策13
144ページ

高齢者の権利
擁護の推進

149ページ

新宿消費生活センター

新宿区成年後見センター

◎警察・消防
◎弁護士・司法書士・社会福祉士等

◎民生委員・児童委員
◎町会・自治会・地区協議会
◎見守り登録事業者
◎高齢者クラブ
◎食事サービスグループ
◎ＮＰＯ・住民ボランティア等

■入院医療機関
■協力病院等

●高齢者の権利擁護
　ネットワーク
●高齢者の権利擁護
　ネットワーク

119ページ
●在宅療養を支える
　医療ネットワーク
●在宅療養を支える
　医療ネットワーク

●介護予防事業の
　取組
●介護予防事業の
　取組

●認知症高齢者
　支援推進のネットワーク
●認知症高齢者
　支援推進のネットワーク

施策15
160ページ

『地域の活力』を生かした高齢
者を支えるしくみづくり（重点）

地域安心カフェ

166ページ

支え合いの
地域づくり

認知症の
相談体制の
充実等

支   援

支   援
自  宅

医療と介護の連携

（医療／介護） （地域力／住まい／予防・健康／生活支援）

相  談

通院・入院 訪  問
入所・通所訪  問

参   加 参   加

施策8
96ページ

介護保険サービスの質の
向上及び適正利用の促進

施策6
86ページ

介護保険サービスの提供
と基盤整備

入　院

◎かかりつけ医・在宅医
◎かかりつけ歯科医
◎訪問看護ステーション
◎薬局等

外来・在宅医療

関係団体・住民等

在宅医療相談窓口
（健康部健康推進課）

［本人・家族の選択と心構え］

施策12
136ページ

くらしやすいまちづくりと
住まいへの支援

■シルバーピア
■サービス付き高齢者向け住宅
■都市型軽費老人ホーム

■認知症高齢者グループホーム
■特別養護老人ホーム
■有料老人ホーム
■ケアハウス等

◎新宿いきいき体操サポーター等

◎認知症支援
　コーディネーター
◎認知症サポーター等

支   援

施策5
80ページ

介護予防の
推進

施策9
101ページ

認知症高齢者
への支援体制
の充実（重点）

107ページ

◎訪問介護
◎通所介護
■小規模多機能型居宅介護等

居宅系サービス

●見守り支え合うネットワーク●見守り支え合うネットワーク

■介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）
■介護老人保健施設
■認知症対応型共同生活介護（認知症高齢者グループホーム）
■特定施設入居者生活介護（介護付有料老人ホーム等） 等

施設系・居住系サービス

◎ケアマネジャー
（サービスの
コーディネート）

施策10
113ページ

地域における在宅療養
支援体制の充実（重点）

医療と介護の
連携・看取りへ
の支援等

施策4
72ページ

健康づくりの
促進

保健所・保健センター

住まい

第２章　計画の基本的考え方

※このイメージ図は、第３章に記載されている 16の高齢者保健福祉施策を地域包括ケアシステムに位置付けたものです。各施策の具体的な内容は、図中のページをご参照ください。 43 
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